
先
日
、
県
指
定
有
形
文
化
財
（
以
下
、
県
文
化
財
）

の
所
在
調
査
の
た
め
、
当
館
書
庫
内
資
料
と
県
文
化
財

指
定
書
の
照
合
を
行
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
当
館
が
所
蔵

す
る
県
文
化
財
の
う
ち
、
今
回
は
給
人
町
絵
図
を
取
り

上
げ
て
紹
介
し
ま
す
。（

県
Ｃ
ー
九
五

仙
北
郡
角
館
絵
図
）

指
定
書
に
あ
る
大
館
（
県
Ｃ
ー
一
九
〇

、
檜
山
一

）

円
（
県
Ｃ
ー
一
一
九

、
角
館
（
県
Ｃ
ー
九
五

、
横
手

）

）

（
県
Ｃ
ー
二
一

、
湯
沢
（
県
Ｃ
ー
四

、
院
内
（
県
Ｃ

）

）

ー
六
）
の
各
地
と
、
十
二
所
（
Ａ
二
九
〇
ー
一
一
四
ー

九
五
）
は
、
藩
に
と
っ
て
領
内
支
配
の
重
要
地
点
で
あ

、

。

り

佐
竹
一
門
や
重
臣
を
所
預
と
し
て
配
置
し
ま
し
た

所
預
は
自
ら
の
家
臣
（
陪
臣
）
を
従
え
て
そ
の
地
の
治

、

、

。

安
維
持

民
政

年
貢
の
収
納
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た

一
方
で
久
保
田
城
下
を
離
れ
、
所
預
が
担
当
す
る
地
に

秋
田
藩
給
人
町
の
絵
図

「
秋
田
領
給
人
町
絵
図
」
よ
り

（
県
文
化
財
指
定
書
）

居
住
し
、
所
預
の
補
佐

を
任
務
と
す
る
藩
士
た

ち
が
い
ま
す
。
こ
れ
を

組
下
給
人
と
い
い
、
こ

「

」

の
こ
と
か
ら

給
人
町

と
よ
ん
で
い
ま
す
。

藩
主
か
ら
見
る
と
所

預
も
組
下
給
人
も
同
じ

、

直
臣
に
な
り
ま
す
の
で

所
預
と
組
下
給
人
の
間

に
は
主
従
関
係
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
所

預
の
指
揮
下
に
入
る
場
合
は
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
、

陪
臣
と
組
下
給
人
と
の
軋
轢
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
所
預
が
担
当
し
た
地
方
分
権
の
中
に
、
藩
権
力
が

介
入
す
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
刈
和
野
（
県
Ｃ
ー
九
一

、
角
間
川

）

（
Ａ
二
九
〇
ー
一
一
四
ー
一
四
二
）
と
い
っ
た
他
領
と

の
境
界
・
水
運
の
要
衝
地
点
に
も
重
臣
を
配
し
て
い
ま

す
。
こ
の
重
臣
た
ち
は
、
足
軽
を
預
か
っ
て
組
下
持
ち

と
な
り
、
陣
屋
を
構
え
て
い
ま
す
。

給
人
町
絵
図
か
ら
、
武
士
の
居
住
地
や
町
屋
・
集
落

な
ど
町
割
の
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
の

町
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
て
比
較
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い

と
思
い
ま
す

こ
れ
ら
の
絵
図
は

閲
覧
室
に
あ
る

絵

。

、

「

図
モ
ニ
タ
ー
」
を
使
う
と
、
部
分
を
拡
大
し
て
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。
ま
た
複
製
絵
図
も
あ
り
ま
す
の
で
、
来
館

。

【

】

の
際
に
は
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い

髙
山
昭
弘

○
「
公
文
書
館
講
座
」
に
つ
い
て

☆
古
文
書
解
読
講
座
（
全
八
回
・
全
受
講
可
）

七
月

七
日
（
金
）
第
一
回
、
第
二
回

一
四
日
（
金
）
第
三
回
、
第
四
回

二
一
日
（
金
）
第
五
回
、
第
六
回

二
八
日
（
金
）
第
七
回
、
第
八
回

・
午
前
と
午
後
の
開
催
に
な
り
ま
す
。

・
申
し
込
み
受
付
の
開
始
は
五
月
中
旬
を
予

定
し
て
い
ま
す
の
で
、
も
う
少
し
お
待
ち
く

だ
さ
い
。

○
「
大
仙
市
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
が
開
館
し
ま
す

・
大
仙
市
の
公
文
書
館
と
し
て
、
旧
双
葉
小
学

校
（
閉
校
）
校
舎
を
改
装
し
五
月
三
日
開
館
し

ま
す
。
市
町
村
が
設
置
す
る
公
文
書
館
と
し
て

は
東
北
地
方
で
初
の
施
設
に
な
り
ま
す
。
開
館

の
記
念
展
示
に
、
当
館
か
ら
も
所
蔵
資
料
の
展

示
を
し
ま
す
。
そ
の
た
め
展
示
に
持
ち
出
す
一

部
資
料
の
閲
覧
が
期
間
中
は
停
止
に
な
り
ま
す

の
で
、
ど
う
か
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

☆
大
仙
市
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
開
館
記
念
展
示

五
月
三
日
（
水
）
～
三
一
日
（
水
）

住
所

大
仙
市
強
首
字
上
野
台
一
番
地

電
話

〇
一
八
七
ー
七
七
ー
二
〇
〇
四

公
文
書
館
よ
り
お
知
ら
せ
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、

。

岡
本
元
朝
日
記

第
三
巻

刊
行
し
ま
し
た

当
館
閲
覧
室
に
配
架
の
他
、
県
内
外
の
図
書
館

に
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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武
家
社
会
に
お
い
て
家
の
格
式
が
重
要
視
さ
れ
る
こ

と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
幕
府
や

藩
で
は
家
臣
に
対
し
て
、
そ
の
出
自
を
明
ら
か
に
す
る

よ
う
に
系
図
や
由
緒
書
の
提
出
を
求
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
家
臣
の
中
に
は
自
分
の
出
身
を
権

威
付
け
よ
う
と
し
て
、
名
族
に
繋
げ
る
な
ど
の
虚
偽
の

申
告
を
な
す
者
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。秋

田
藩
で
は
そ
の
成
否
を
糺
す
た
め
、
文
書
改
の
役

所
を
設
け
て
信
用
で
き
る
記
録
に
基
づ
き
整
理
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
「
元
禄
家
系
図
伝
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
で
も
古
い
系
譜
を
も
つ
家
臣
一
族
に
は
、
先
祖
か

ら
の
分
流
に
際
し
て
、
嫡
庶
い
ず
れ
か
を
巡
っ
て
訴
訟

が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
中
村
武
助
（
宗
家
直
臣
）
と
中

村
治
太
夫
（
南
家
家
臣
）
の
訴
訟
は
こ
れ
に
該
当
し
ま

す
。ま

ず
、
治
太
夫
が
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
三
月

六
日
に
提
出
し
た
「
中
村
由
緒
書
」
を
見
ま
し
ょ
う
。

そ
の
末
尾
に
書
か
れ
た
系
図
（
写
真
参
照
）
に
は
信
濃

本
昌
を
先
祖
と
し
、
本
常
か
ら
因
幡
本
治
、
常
勝
と
続

き
、
治
太
夫
（
当
人
）
に
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、

訴
訟
の
相
手
武
助
の
家
は
本
家
の
分
流
、
つ
ま
り
本
治

の
弟
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

同
年
三
月
八
日
の
書
状
で
、
治
太
夫
は
武
助
に
対
し

て
、
そ
ち
ら
の
訴
え
の
内
容
が
由
緒
書
と
相
違
す
る
の

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

中
村
家
の
本
流
は
ど
ち
ら
？

～
「
岡
本
又
太
郎
申
渡
書
」
よ
り
～

で
話
し
合
い
た
い
。
し
か
し
、
遠
距
離
の
た
め
適
わ
ず

に
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
方
の
武
助
の
主
張
は
ど

う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

武
助
は
縁
者
と
見
ら
れ
る
大
部
真
休
の
覚
書
を
引
用

し
て
、
信
濃
光
昌
（
常
治
）
が
兄
で
あ
り
、
因
幡
常
勝

は
そ
の
弟
だ
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
。
写
真
の
系
図
よ

り
一
世
代
後
の
こ
と
と
見
て
い
ま
す
。
こ
の
訴
訟
の
担

、

。

当
は

文
書
改
の
責
任
者
で
あ
る
岡
本
又
太
郎
で
し
た

ま
た
、
訴
訟
の
経
過
と
採
決
の
状
況
は

「
岡
本
又
太

、

」（

．

）

郎
申
渡
書

佐
竹
文
庫
Ａ
Ｓ
二
八
八

三
ー
一
六
九

の
諸
書
付
・
覚
書
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
明
ら
か
と
さ
れ
た
の
は
「
佐
竹
左
衛
門
尉
義

尚
書
状

の
存
在
で
す

治
太
夫
の
先
祖
巳
之
太
郎

大

」

。

（

学
）
が
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
南
家
義
尚
に
忠
節
を

尽
く
し
て
家
臣
に
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
先
祖
信
濃
の
弟
で
あ
る
因
幡

が
初
め
て
南
家
の
家
臣
に
な
っ
た
と
す
る
武
助
の
証
文

は
事
実
に
反
す
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
信
濃
が
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
六
十

一
歳
で
討
ち
死
に
し
た
と
の
記
録
を
信
ず
れ
ば
、
永
禄

八
年
に
信
濃
は
十
二
歳
で
あ
り
、
因
幡
の
兄
な
ら
ば
当

然
南
家
か
ら
の
証
文
は
、
信
濃
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ

と
の
結
論
に
達
し
ま
す
。
こ
の
点
で
も
武
助
の
主
張
は

矛
盾
し
ま
す
。

以
上
の
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
岡
本
又
太
郎
は
武
助

の
系
譜
の
内
容
に
は
無
理
が
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
そ

し
て
信
濃
が
後
に
宗
家
の
直
臣
に
加
わ
る
こ
と
が
出
来

、

。

た
の
は

父
大
学
の
功
績
に
よ
る
と
推
定
し
て
い
ま
す

こ
こ
で
も
、
決
め
手
は
永
禄
八
年
の
佐
竹
義
尚
の
証
文

で
し
た
。

武
助
の
系
図
で
は
、
信
濃
の
父
を
一
学
と
し
て
武
者

修
行
の
う
え
常
陸
の
国
に
至
り
、
佐
竹
義
昭
の
眼
に
止

ま
り
足
軽
大
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ

れ
も
根
拠
が
薄
い
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

、

、

岡
本
は
こ
の
裁
定
を
示
し
た
後

も
し
不
服
な
ら
ば

家
老
な
ど
に
訴
え
再
吟
味
も
可
能
だ
と
付
け
加
え
て
お

り
ま
す
。
こ
の
後
、
武
助
は
訴
え
を
続
け
よ
う
と
し
た

が
結
局
諦
め
ま
す
。
元
禄
十
五
年
六
月
二
十
九
日
、
武

助
は
藩
に
対
し
大
学
の
次
男
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
以

後
子
々
孫
々
ま
で
不
服
を
申
し
立
て
な
い
と
誓
約
し
て

。

。

い
ま
す

こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
ほ
か
に
も
見
ら
れ
ま
す

武
助
の
訴
訟
の
裏
に
は
直
臣
の
自
家
が
陪
臣
の
治
太
夫

の
分
流
た
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
が
底
流
に
あ
っ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
ま
す
。

【
加
藤
民
夫
】

［中村武助の系図］

信濃 武 助(宗家家臣)
一学( )

義昭公の

因幡 治太夫(南家家臣)
足軽大将

（嫡流は信濃側だと主張する）

［ ］（ 「 」）中村治太夫の系図 中村敞昌届書AS288.3-170-2-1


